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（
質
問
の 

二
一
）

答

弁

第

二

一

号 

    

衆
議
院
議
員
長
谷
川
四
郞
君
提
出
事
業
税
の
撤
廃
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
九
号 

昭
和
二
十
八
年
七
月
七
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
長
谷
川
四
郞
君
提
出
事
業
税
の
撤
廃
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

現
行
事
業
税
の
存
廃
に
つ
い
て
は
、
地
方
制
度
及
び
租
税
体
系
両
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
政
府
と
し

て
も
、
地
方
制
度
調
査
会
を
設
置
し
て
、
鋭
意
研
究
し
て
い
る
。
な
お
、
小
額
所
得
者
の
事
業
税
負
担
の
状
況
に
か
ん
が 

み
、
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
既
に
基
礎
控
除
制
度(

三
万
八
千
円)

を
設
け
、
個
人
事
業
者
の
負
担
の
軽
減
と
合
理
化

を
図
つ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
基
礎
控
除
額
を
五
万
円
に
引
き
上
げ
、
中
小
企
業
者
の
税
負
担
を
緩
和
い
た
し
た
い
と

考
え
て
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
今
国
会
に
提
出
中
で
あ
る
。 

な
お
、
中
小
企
業
の
振
興
策
と
し
て
は
、
そ
の
産
業
上
社
会
上
に
占
め
る
重
要
性
か
ら
み
て
、
各
般
の
施
策
を
一
段
と
推

進
し
て
、
そ
の
地
位
の
安
定
と
強
化
を
図
り
、
景
気
変
動
に
対
す
る
長
期
的
な
抵
抗
力
を
培
養
し
て
ゆ
く
方
針
で
あ
る
が
、

当
面
の
具
体
策
と
す
れ
ば
、
次
の
点
を
推
進
し
て
ゆ
く
方
針
で
あ
る
。 

1 

金
融
対
策 

市
中
金
融
機
関
の
融
資
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
国
民
金
融
公
庫
等
の
専
門
的
金
融
機
関
を
強 



3 

合
理
化
対
策 

2 

組
織
化
対
策 

ま
た
、
中
小
企
業
者
が
特
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
長
期
資
金
の
融
通
を
円
滑
化
す
る
た
め
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
を
設

立
す
べ
く
、
今
国
会
に
そ
の
予
算
お
よ
び
法
案
を
提
出
中
で
あ
る
。 

協
同
組
合
の
共
同
施
設
の
利
用
に
よ
る
共
同
活
動
を
中
心
と
し
て
組
織
化
を
推
進
す
る
た
め
、
共
同
施
設
補
助
金
を
増

額
す
る
と
と
も
に
、
組
合
診
断
制
度
の
実
施
等
を
通
じ
て
組
合
指
導
を
徹
底
し
協
同
組
合
の
質
的
向
上
を
図
つ
て
ゆ
く
方

針
で
あ
る
。 

な
お
、
中
小
企
業
信
用
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
、
な
お
一
層
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
べ
く
準

備
中
で
あ
り
、
ま
た
信
用
保
証
協
会
の
法
制
化
等
、
各
方
面
に
わ
た
つ
て
中
小
企
業
の
金
融
難
の
緩
和
を
図
つ
て
ゆ
く
方

針
で
あ
る
。 

化
拡
充
す
る
。 

四 

 



 

五 

中
小
企
業
の
合
理
化
に
つ
い
て
は
、
一
面
に
お
い
て
企
業
診
断
制
度
を
中
心
と
す
る
診
断
お
よ
び
指
導
対
策
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
他
面
合
理
化
に
必
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
、
金
融
対
策
の
ほ
か
、
国
有
機
械
と
の
機
械
交
換
制
度
の
推
進

を
図
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
お
け
る
機
械
貸
与
制
度
の
積
極
的
な
勧
奨
を
図
つ
て
ゆ
く
方
針
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




